
○　課税取引金額計算表

2019.9.30以前(※2)

うち旧税率 うち軽減税率 うち標準税率
6.3%適用分 6.24%適用分 7.8%適用分

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
円 円 円 円 円 円

20,001,000 1,000 20,000,000 15,000,000 2,500,000 2,500,000

期首商品棚卸高 ② 500,000

仕 入 金 額 ③ 15,000,000 15,000,000 12,000,000 1,200,000 1,800,000

小　　計 ④ 15,500,000

期末商品棚卸高 ⑤ 600,000
差 引 原 価 ⑥ 14,900,000

⑦ 5,101,000
租 税 公 課 ⑧ 100,000 100,000
水 道 光 熱 費 ⑩ 100,000 100,000 75,000 25,000
接 待 交 際 費 ⑭ 300,000 200,000 100,000 50,000 20,000 30,000
給 与 賃 金 ⑳ 1,200,000 1,200,000
地 代 家 賃 ㉓ 500,000 200,000 300,000 225,000 75,000

計 ㉜ 2,200,000 1,700,000 500,000 350,000 20,000 130,000

㉝ 2,901,000

㉞ 17,200,000 15,500,000 12,350,000 1,220,000 1,930,000

※１　Ｂ欄には、非課税取引、輸出取引等、不課税取引を記入します。
　　　また、売上原価・経費に特定課税仕入れに係る支払対価の額が含まれている場合には、その金額もＢ欄に記入します。
※２　2019年10月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。
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2019.10.1以後(※2)

売
上
原
価

差 引 金 額

経
　
　
費

売 上 ( 収 入 ) 金 額
( 雑 収 入 を 含 む )

①

科　　　目 決算額
Ａのうち課税
取引にならな
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○ 作成した課税取引金額計算表等 ○ 申告書・付表へ転記

〇 課税取引金額計算表などで集計した内容を基にして、課税売上げと課税仕入れを適用税率ごとに消費税申告書
及び付表に転記して消費税額を計算します。
軽減税率制度実施後の申告書等の様式は、複数税率に対応した様式に変更されていますが、作成手順自体は、

これまでと大きく変わるものではありません。

課税売上げ

課税仕入れ

ここまでくれば申告書の完成はもうすぐです。
付表の作成から申告書作成までの具体的な記載につ

いては、国税庁ホームページ「消費税の軽減税率制度
に対応した経理・申告ガイド」をご参照ください。

申告書作成

（国税庁資料）


